
 

 

大和市選挙管理委員会 会議録 

 

令和６年１０月２日（水） 



１． 本日の出席者 

委  員  長  石 井 利 宗 

職 務 代 理       村 井 三 留 

委   員  前 川 賢 治 

委   員  東   宗 男 

 

２． 本日の事務局出席者 

事 務 局 長  菊 地 浩 之 

次   長  大 塚 健太郎 

 

３．議事日程 

報告第１０号 登録の移替えをしたことについて 

議案第４０号 選挙人名簿から抹消することについて 

議案第４１号 住民投票資格者名簿から抹消することについて 

議案第４２号 住民投票資格者名簿の登録について 

議案第４３号 ３分の１の数について 

議案第４４号 在外選挙人名簿から抹消することについて 

議安第４５号 ポスター掲示場の設置様式を定めることについて 

議案第４６号 ポスター掲示場の表示・注意欄の下に接する区画を 

選挙啓発のために使用することについて 

  議案第４７号 ポスター掲示場の掲示区画の数を定めることについて 

  議案第４８号 ポスター掲示場を設置する場所を定めることについて 

  議案第４９号 投票所入場整理券の様式を定めることについて 

  議案第５０号 投票所を定めることについて 

  議案第５１号 開票の日時及び場所を定めることについて 

  議案第５２号 不在者投票用紙等の公示日前郵送開始日を定めること 

について 

  議案第５３号 不在者投票用紙等の公示日前交付開始日を定めること 

について 

  議案第５４号 登録の移替えの延期を定めることについて 

  議案第５５号 期日前投票所を定めることについて 

  議案第５６号 不在者投票所を定めることについて 

  議案第５７号 在外選挙人の期日前投票所を定めることについて 

  議案第５８号 投票時間の繰下げを決定することについて 

  議安第５９号 選挙公報を新聞折込により配布することについて 

  議案第６０号 開票立会人のくじを行う日時及び場所を定めることに 

ついて 



  議案第６１号 投票記載所の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを 

行う日時及び場所を定めることについて 

  議案第６２号 国民審査に付される裁判官の氏名等の掲示場所につい 

         て 



午前９時３０分開会 

事務局長 
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委員長 

 

 

 

 

 

定刻になりましたので、選挙管理委員会を始めさせていただ

きます。 

開会に先立ちまして、委員の出席状況について、報告いたし

ます。 

本日は、全員出席でございます。 

 

本日の会議でございますが、付議されております案件は、報

告案件が １ 件、議案が２３件となっております。 

それぞれ、重要な案件でございますので、慎重な審議と意見

交換をお願いいたします。 

 

それでは、これから先の議事の進行につきましては、委員長

にお願いいたします。 

 

先ほど、報告がありましたとおり、本日の出席委員は、4 人

全員であります。 

定足数に達しておりますので、会議は成立しました。 

これより、令和６年１０月２日、大和市選挙管理委員会を開

会します。 

 

議事日程は、お手元に配付した次第のとおりであります。 

 

まず初めに、日程第 1、報告第１０号、「登録の移替えをし

たことについて」を議題に供します。 

 

事務局、説明をお願いします。 

 

報告第９号を朗読し、件数表の数を報告する。「投票区間の

異動でありますので、特殊なものはございません。」 

 

事務局の説明が終わりました。 

本件について、何かございますか。 

 

 － 質疑無し － 

 

ないようですので、本件は報告案件につき、以上をもって終

結します。 

 

次に、日程第２、議案第４０号、「選挙人名簿から抹消する

ことについて」を議題に供します。 
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委員長 

 

 

 

 

 

事務局、説明をお願いします。 

 

議案第４０号を朗読し、各抹消取消原因と人数について説明

する。 

 

事務局の説明が終わりました。 

本件について、何かございますか。 

 

 なし。 

 

これより質疑に入ります。 

本件について、質疑、意見はございますか。 

 

 － 各自議案を確認する。質疑はない。－ 

 

質疑を終結します。 

 

これより議案第４０号、「選挙人名簿から抹消することにつ

いて」を採決します。 

本件を、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求

めます。 

 

－ 全委員挙手する。－ 

 

挙手全員であります。 

 

よって、議案第４０号は原案のとおり決定しました。 

 

次に、日程第３、議案第４１号、「住民投票資格者名簿から

抹消することについて」を議題に供します。 

 

事務局、説明をお願いします。 

 

議案第４１号を朗読し、住民投票資格者名簿から抹消するこ

とについてを説明。 

 

事務局の説明が終わりました。 

本件について、何かございますか。 

 

 これより質疑に入ります。 

本件について、質疑、意見はございますか。 
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－ 各自議案を確認する。質疑はない。－ 

 

質疑を終結します。 

 

これより議案第４１号、「住民投票資格者名簿から抹消する

ことについて」を採決します。 

本件を、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求

めます。 

 

－ 全委員挙手する。－ 

 

 挙手全員であります。 

 

よって、議案第４１号は原案のとおり決定しました。 

 

次に、日程第４、議案第４２号、「住民投票資格者名簿の登

録について」を議題に供します。 

 

事務局、説明をお願いします。 

 

議案第４２号を朗読し、住民投票資格者名簿の登録について

説明する。 

 

事務局の説明が終わりました。 

本件について、何かございますか。 

 

これより質疑に入ります。 

本件について、質疑、意見はございますか。 

 

これまで住民投票を実施したことはあるのか。 

 

 ありません。 

 

なぜ投票権は１６歳以上なのか 

 

義務教育を修了し、社会人として働くことができる年齢であ

ることや、住民投票の対象となる事項は、市の将来を左右する

重大な問題のはずであり、できるかぎり幅広い層の住民の意見

を聴くべきであるという考えに立っています。 

 参考にした先進事例の自治体も１６歳以上であったと思い

ます。 
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 他の自治体もこのような条例はあるのか。 

 

 当市で条例を制定した当時はごく少数でしたが、近年では同

様の住民投票条例を制定する自治体は増加しています。 

 

－ 他に質疑はない。－ 

 

質疑を終結します。 

 

これより議案第４２号、「住民投票資格者名簿の登録につい

て」を採決します。 

本件を、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求

めます。 

 

－ 全委員挙手する。－ 

 

挙手全員であります。 

 

よって、議案第４２号は原案のとおり決定しました。 

 

次に、日程第５議案第４３号、「３分の１の数について」を

議題に供します。 

 

事務局、説明をお願いします。 

 

議案第４３号を朗読し、３分の 1 の数について説明する。 

 「住民投票の実施を市長に対して請求するために必要な数で

す。」 

 

事務局の説明が終わりました。 

本件について、何かございますか。 

 

 なし。 

 

これより質疑に入ります。 

本件について、質疑、意見はございますか。 

 

－ 各自議案を確認する。質疑はない。－ 

 

質疑を終結します。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

次 長 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

これより議案第４３号、「３分の 1 の数について」を採決し

ます。 

本件を、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求

めます。 

 

－ 全委員挙手する。－ 

 

挙手全員であります。 

 

よって、議案第４３号は原案のとおり決定しました。 

 

次に、日程第６、議案第 ４４ 号、「在外選挙人名簿から抹

消することについて」を議題に供します。 

 

事務局、説明をお願いします。 

 

議案第４４号を朗読し、在外選挙人名簿からの抹消について

説明する。 

 

事務局の説明が終わりました。 

 

これより質疑に入ります。 

本件について、質疑、意見はございますか。 

 

－ 各自議案を確認する。質疑はない。－ 

 

質疑を終結いたします。 

これより議案第 ４４ 号、「在外選挙人名簿から抹消するこ

とについて」を採決いたします。 

本件を、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求

めます。 

 

－ 全委員挙手する。－ 

 

挙手全員であります。 

 

よって、議案第 ４４ 号は原案のとおり決定いたしました。 

 

次に、日程第７、議案第 ４５ 号、「ポスター掲示場の設置

様式を定めることについて」、 

日程第８、議案第 ４６ 号、「ポスター掲示場の表示・注意

欄の下に接する区画を啓発のために使用することについて」、 
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日程第９、議案第 ４７ 号、「ポスター掲示場の掲示区画の

数を定めることについて」、以上３件を一括議題に供します。 

 

事務局、説明をお願いします。 

 

議案第４５～４７号を朗読し、ポスター掲示場の設置様式、

区画数、啓発使用について説明する。 

 

事務局の説明が終わりました。 

本件について、何かございますか。 

 

これより質疑に入ります。 

本件について、質疑、意見はございますか。 

 

 設置様式・区画数は県選管が定めるのか。 

 

 予想される候補者数に応じて県選挙管理委員会が定めます。 

 

－ 他に質疑はない。－ 

 

質疑を終結します。 

これより議案第 ４５ 号から議案第 ４７ 号までについて

の３件を一括採決いたします。 

本件を、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求

めます。 

 

－ 全委員挙手する。－ 

 

挙手全員であります。 

 

よって、議案第 ４５ 号、議案第 ４６ 号及び議案第 ４７ 

号は原案のとおり決定いたしました。 

 

次に、日程第１０、議案第 ４８ 号、「ポスター掲示場を設

置する場所を定めることについて」を議題に供します。 

 

事務局、説明をお願いします。 

 

議案第４８号を朗読し、ポスター掲示場の設置場所について

説明する。 
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事務局の説明が終わりました。 

本件について、何かございますか。 

 

これより質疑に入ります。 

本件について、質疑、意見はございますか。 

 

 公園などは内側に向けて設置しているのか。 

 

 人通りの多い道路に面している場所は外側に向けることも

あります。 

 

－ 他に質疑はない。－ 

 

質疑を終結します。 

 

これより議案第 ４８ 号、「ポスター掲示場を設置する場所

を定めることについて」を採決します。 

本件を、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求

めます。 

 

－ 全委員挙手する。－ 

 

挙手全員であります。 

 

よって、議案第 ４８ 号、は原案のとおり決定しました。 

 

次に、日程第１１、議案第 ４９ 号、「投票所入場整理券の

様式を定めることについて」を議題に供します。 

 

事務局、説明をお願いします。 

 

議案第４９号を朗読し、投票所入場整理券の様式について説

明する。 

 

事務局の説明が終わりました。 

本件について、何かございますか。 

 

これより質疑に入ります。 

本件について、質疑、意見はございますか。 

 

－ 各自議案を確認する。質疑はない。－ 
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質疑を終結します。 

 

これより議案第 ４９ 号、「投票所入場整理券の様式を定め

ることについて」を採決します。 

本件を、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求

めます。 

 

－ 全委員挙手する。－ 

 

挙手全員であります。 

 

よって、議案第 ４９ 号は原案のとおり決定しました。 

 

次に、日程第１２、議案第 ５０ 号、「投票所を定めること

について」を議題に供します。 

 

事務局、説明をお願いします。 

 

議案第５０号を朗読し、投票所について説明する。 

第１８投票区でこれまで投票所として借用していた「高座の

庄清風」が８月末で閉館・取壊しとなり、代替施設として検討

していた渋谷学習センターが投票日当日全館電気設備点検の

ため使用できないことから、今回に限り近隣の渋谷３号公園に

プレハブの仮設投票所を設置します。 

また、第３３投票区のつきみ野自治会館は、改修工事が完了

したことに伴い、つきみ野学習センターに戻ります。 

 

事務局の説明が終わりました。 

本件について、何かございますか。 

 

これより質疑に入ります。 

本件について、質疑、意見はございますか。 

 

－ 各自議案を確認する。質疑はない。－ 

 

質疑を終結します。 

 

これより議案第 ５０ 号、「投票所を定めることについて」

を採決します。 

本件を、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求

めます。 
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－ 全委員挙手する。－ 

 

挙手全員であります。 

 

よって、議案第 ５０ 号、は原案のとおり決定しました。 

 

次に、日程第１３、議案第 ５１ 号、「開票の日時及び場所

を定めることについて」を議題に供します。 

 

事務局、説明をお願いします。 

 

議案第５１号を朗読し、開票の日時・場所について説明する。 

昨年の統一地方選挙と同様に大和スポーツセンターで行い

ます。 

 

事務局の説明が終わりました。 

 

これより質疑に入ります。 

本件について、質疑、意見はございますか。 

 

－ 各自議案を確認する。質疑はない。－ 

 

質疑を終結します。 

 

これより議案第 ５１ 号、「開票の日時及び場所を定めるこ

とについて」を採決します。 

本件を、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求

めます。 

 

－ 全委員挙手する。－ 

 

挙手全員であります。 

 

よって、議案第 ５１ 号は、原案のとおり決定しました。 

 

次に、日程第１４、議案第 ５２ 号、「不在者投票用紙等の

公示日前郵送開始日を定めることについて」及び日程第１５、

議案第 ５３ 号、「不在者投票用紙等の公示日前交付開始日を

定めることについて」、以上２件を一括議題に供します。 

 

事務局、説明をお願いします。 
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委員長 

議案第５１号及び５２号を朗読し、不在者投票用紙の公示日

前発送及び郵送開始日について説明する。 

 

事務局の説明が終わりました。 

本件について、何かございますか。 

 

これより質疑に入ります。 

本件について、質疑、意見はございますか。 

 

－ 各自議案を確認する。質疑はない。－ 

 

質疑を終結します。 

 

これより議案第５２号及び議案第５３号の２件を一括採決

します。 

本件を、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求

めます。 

 

－ 全委員挙手する。－ 

 

挙手全員であります。 

 

よって、議案第 ５２ 号及び議案第 ５３ 号は原案のとおり

決定いたしました。 

 

次に、日程第１６、議案第 ５４ 号、「登録の移替えの延期

を定めることについて」を議題に供します。 

 

事務局、説明をお願いします。 

 

議案第５４号を朗読し、登録の移替え延期について説明す

る。 

 

事務局の説明が終わりました。 

本件について、何かございますか。 

 

これより質疑に入ります。 

本件について、質疑、意見はございますか。 

 

－ 各自議案を確認する。質疑はない。－ 

 

質疑を終結します。 
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委員長 

これより議案第 ５４ 号、「登録の移替えの延期を定めるこ

とについて」を採決します。 

本件を、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求

めます。 

 

－ 全委員挙手する。－ 

 

挙手全員であります。 

 

よって、議案第 ５４ 号、は原案のとおり決定しました。 

 

次に、日程第１７、議案第 ５５ 号、「期日前投票所を定め

ることについて」を議題に供します。 

 

事務局、説明をお願いします。 

 

議案第５５号を朗読し、期日前投票所について説明する。 

 

事務局の説明が終わりました。 

本件について、何かございますか。 

 

これより質疑に入ります。 

本件について、質疑、意見はございますか。 

 

市役所だけ期間が長いのか。 

 

公職選挙法で各市区町村の１か所は公示日の翌日から投票

日前日までの８時３０分から２０時まで設置することが定め

られています。 

 

－ 他に質疑はない。－ 

 

質疑を終結します。 

 

これより議案第 ５５ 号、「期日前投票所を定めることにつ

いて」を採決します。 

本件を、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求

めます。 

 

－ 全委員挙手する。－ 

 

挙手全員であります。 



 

 

 

 

 

 

 

次 長 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

次 長 

 

 

委員長 

 

 

 

よって、議案第 ５５ 号、は原案のとおり決定しました。 

 
次に、日程第１８、議案第 ５６ 号、「不在者投票所を定め

ることについて」を議題に供します。 

 

事務局、説明をお願いします。 

 

議案第５６号を朗読し、不在者投票所について説明する。 

 

事務局の説明が終わりました。 

本件について、何かございますか。 

 

これより質疑に入ります。 

本件について、質疑、意見はございますか。 

 

－ 各自議案を確認する。質疑はない。－ 

 

質疑を終結します。 

 

これより議案第 ５６ 号、「不在者投票所を定めることにつ

いて」を採決します。 

本件を、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求

めます。 

 

－ 全委員挙手する。－ 

 

挙手全員であります。 

 

よって、議案第 ５６ 号、は原案のとおり決定しました。 

 

次に、日程第 1９、議案第 ５７ 号、「在外選挙人の期日前

投票所を定めることについて」を議題に供します。 

 

事務局、説明をお願いします。 

 

議案第５７号を朗読し、在外選挙人の期日前投票所について

説明する。 

 

事務局の説明が終わりました。 

本件について、何かございますか。 

 

これより質疑に入ります。 
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委員長 

 

 

 

 

本件について、質疑、意見はございますか。 

 

 在外選挙認証の持参を忘れた場合はどうなるのか。 

 

 在外選挙認証に投票の日付を記録することになっているの

で、忘れた場合には投票できません。 

 

 － 他に質疑はない。－ 

 

質疑を終結します。 

 

これより議案第 ５７ 号、「在外選挙人の期日前投票所を定

めることについて」を採決します。 

本件を、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求

めます。 

 

－ 全委員挙手する。－ 

 

挙手全員であります。 

 

よって、議案第 ５７号は原案のとおり決定しました。 

 

次に、日程第２０、議案第 ５８ 号、「投票時間の繰下げを

決定することについて」を議題に供します。 

 

事務局、説明をお願いします。 

 

議案第５８号を朗読し、投票時間の繰下げについて説明す

る。 

 

事務局の説明が終わりました。 

 

これより質疑に入ります。 

本件について、質疑、意見はございますか。 

 

－ 各自議案を確認する。質疑はない。－ 

 

質疑を終結します。 

 

これより議案第 ５８ 号、「投票時間の繰下げを決定するこ

とについて」を採決します。 
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次 長 

 

 

委員長 
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委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件を、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求

めます。 

 

－ 全委員挙手する。－ 

 

挙手全員であります。 

 

よって、議案第 ５８ 号、は原案のとおり決定しました。 

 
次に、日程第２１、議案第 ５９ 号、「選挙公報を新聞折込

みにより配布することについて」を議題に供します。 

事務局、説明をお願いします。 

 

議案第５９号を朗読し、選挙公報の新聞折込配布について説

明する。 

 

事務局の説明が終わりました。 

本件について、何かございますか。 

 

これより質疑に入ります。 

本件について、質疑、意見はございますか。 

 

－ 各自議案を確認する。質疑はない。－ 

 

質疑を終結します。 

 

これより議案第 ５９ 号、「選挙公報を新聞折込みにより配

布することについて」を採決します。 

本件を、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求

めます。 

 

－ 全委員挙手する。－ 

 

挙手全員であります。 

 

よって、議案第 ５９ 号、は原案のとおり決定しました。 

 

次に、日程第２２、議案第 ６０ 号、「開票立会人のくじを

行う日時及び場所を定めることについて」を議題に供します。 

 

事務局、説明をお願いします。 
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委員長 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

議案第６０号を朗読し、開票立会人のくじを行う日時・場所

について説明する。 

 

事務局の説明が終わりました。 

本件について、何かございますか。 

 

これより質疑に入ります。 

本件について、質疑、意見はございますか。 

 

－ 各自議案を確認する。質疑はない。－ 

 

質疑を終結します。 

 

これより議案第 ６０ 号、「開票立会人のくじを行う日時及

び場所を定めることについて」を採決します。 

本件を、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求

めます。 

 

－ 全委員挙手する。－ 

 

挙手全員であります。 

 

よって、議案第 ６０ 号は、原案のとおり決定しました。 

 

日程第２３、議案第 ６１ 号、「投票記載所の氏名等の掲示

の掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所を定めることに

ついて」を議題に供します。 

 

事務局、説明をお願いします。 

 

議案第６１号を朗読し、投票記載所の氏名等の掲示の掲載順

序を定めるくじを行う日時・場所について説明する。 

 

事務局の説明が終わりました。 

本件について、何かございますか。 

 

これより質疑に入ります。 

本件について、質疑、意見はございますか。 

 

－ 各自議案を確認する。質疑はない。－ 

 

質疑を終結します。 
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委員長 

 

 

 

 

これより議案第 ６１ 号「投票記載所の氏名等の掲示の掲載

順序を定めるくじを行う日時及び場所を定めることについて」

を採決します。 

本件を、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求

めます。 

 

－ 全委員挙手する。－ 

 

挙手全員であります。 

 

よって、議案第 ６１ 号は原案のとおり決定いたしました。 

 

次に、日程第２４、議案第 ６２ 号、「国民審査に付される

裁判官の氏名等の掲示場所について」を議題に供します。 

 

事務局、説明をお願いします。 

 

議案第６２号を朗読し、国民審査に付される裁判官の氏名等

の掲示場所について説明する。 

 

事務局の説明が終わりました。 

本件について、何かございますか。 

 

これより質疑に入ります。 

本件について、質疑、意見はございますか。 

 

－ 各自議案を確認する。質疑はない。－ 

 

質疑を終結します。 

 

これより議案第 ６２ 号、「国民審査に付される裁判官の氏

名等の掲示場所について」を採決します。 

本件を、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求

めます。 

 

－ 全委員挙手する。－ 

 

挙手全員であります。 

よって、議案第 ６２ 号は原案のとおり決定しました。 
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次 長 

 

委員長 

以上で、本日の委員会に付議された案件は、すべて終了しま

した。 

 

続きまして、次第３「事務連絡」について、事務局から報告

をお願いします。 

 

次回の委員会は１０月１４日（月）、選挙時登録日になりま

す。 

次回も出席をお願いします。 

 

次に、次第４「その他」について、事務局からお願いします。 

 

 特にありません。 

 

 以上で、本日予定されていた日程は、すべて終了しました。 

これを持ちまして、令和６年１０月２日 大和市選挙管理委

員会を閉会します。 

 

午前１１時１０分閉会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


